


を基本理念とし、また、他では見られ
ない、独自色豊かで、地域特性を持っ

た「柏らしさ」のある支援セン
ターを目指します。

「市民の、市民による、市民のための、活動を、
市民と行政との協働によって実現する。」

1.  基本理念

2.  目的

（1）裾野の拡大（個人への活動の参加促進）

　　　　支援センターでは、これから市民公益活動を
         始めたい人、さらに活動を深めたい人が気軽に
         参加できる機会をつくるとともに、次世代を担
         う人材の発掘や育成を図りながら、市民公益活
         動を今後も継続的に活性化することに努めてい
         きます。

（2） 団体のもつ課題への対応
　    （団体の活動促進への環境整備）

　　　　支援センターでは、これからますます新しい
         活動が発展していくために、既に活動している
　　　団体が課題を精査し、解決の手段を学び・実践
　　　し、そのノウハウや実績を蓄積できる環境整備
　　　に努めます。その上で、既存の団体が、新しい
　　　団体を育てると同時に、既存の団体にとっても、
　　　新しい団体から学ぶことのできるような、いつ
　　　も学びあえる場をつくっていきます。

（3） 多様な組織間でのネットワークの構築
       （あらゆる主体を対象）

　　　　支援センターでは、個人と団体、団体と団体、
　　　行政と団体、企業と団体等、様々な主体が、出
　　　会える場づくりを積極的につくっていくととも
　　　に、情報の拠点となることに努めます。

（1）情報の受発信・蓄積 

　 ① 情報収集・情報発信のお手伝い

        　より新鮮な情報を収集し、提供するため、日
　　  常的に地域の団体と情報交換ができるような仕
        組みを構築していきます。

　② すぐ使えるかたちの情報提供
     　 ～クリッピングサービス～  

3. ５つの機能と事業内容の特徴

   利用者のニーズにあった情報を、テ
ーマごとにコンパクトに編集すること
で、すぐ使え、価値ある情報を提供で
きるようにします。

（2）相談・研修

　③ 市の各分野での取り組みについての情報提供

           市設置の特徴を活かし、支援施策の情報提供
　　  に留まらず、市民公益活動に関わる各課・各部
　　  署からの情報も取り揃えます。

　④ 人がいるところに出向いて知らせる掲示板

           アナログ掲示板を駅前や商業施設など、人の
　　  集まる場所に設置します。

　① 市設置ならではの行政との連携・協働の拠点

            市にとっても市民にとっても「困ったときの
　　   情報拠点」として、お互いに歩み寄ることがで
         きるセンターを目指します。

　② ワンストップサービス　
        ～適材適所の相談窓口～

　③ 縦と横のつながりをつくり、学びあえる
     場をつくる

            既存の団体と新しい団体、分野別、地域別等、                                                                                           
　　　テーマごとの共通課題を共有するなど、もっと
         日常的に現場同士で相談し合える場づくりを目
         指します。

　① 交流サロン　～支援者を募る場づくり

       　 ヒト・モノ・カネ・情報といった地域資源を
　　  上手に調達し、マネージメントしていくために、                                                        
　　　様々な人に思いを伝え、共感を募り、様々な形
        で支援してもらえる機会をサロンというしくみ
        によりつくっていきます。

　② お祭り的なイベントで裾野の拡大

   　  　市民公益活動をもっと身近なもの、日常的な
　　  ものとするために、年に数回の大々的なイベン
        トを実施します。

　③ 掲示板を通した交流

（3）交流

            一つには、「協働推進リーダー」との
         連携による、市側への窓口になり、 一つ
         には、マネージメントの専門家たちへの
         橋渡しとなり、常に新しい情報を蓄積し、                                                                                                                     
　　　連携・紹介していくことができるような
         ワンストップサービスを目指します。

  「譲ります」「買います」とい
った双方の需要と供給をマッチン
グするようなしくみを、掲示板を
通して、つくっていきます。

◆既存施設・組織との関係
    ① 柏市社会福祉協議会（ボランティアセンター）
    ② 民設民営の中間支援組織
    ③ 近隣センター等の公共施設

       といった、既存の施設・組織と情報の共有や交
    換を行いながら、連携して事業を運営していきます。

　① ワンストップサービスと連携した、前向
　　 きなコ ーディネート

           「紹介してください」という要望だけに対応
        するのではなく、何を相談したらいいか分から
        ない人を対象に、潜在的に必要としている情報
        や人材を、積極的につないでいきます。

　② セクターを越えた、双方向的なコーディ
　　 ネートの拠点づくり

           企業や商店街、学校や大学、行政、市民公益
　　  活動団体などのセクター間のコーディネートが
　　  できるセンターを目指します。

（4）コーディネート・ネットワーク

　① 市民公益活動団体にとって使い勝手のよい
       環境整備

          すでに活動している団体又はこれから活動しよ
　　うとしている団体のニーズに応え、使い勝手がよ
　　く、居心地のよい支援センターを目指すために、
　　新しい参加者を招き入れ、活性化を図っていきま
　　す。

（5）場所・施設等の提供

　② 最低条件

　　　 集客力の確保はもとより、市民公益活動の周知
　     という面から、次の条件をクリアする設置場所
        を選定すべきと考えます。
       ・ JR柏駅前から徒歩15分以内の距離に位置す
           ること 
       ・ 少なくとも150㎡ほどのスペースを有してい
           ること

4. 利用方法

(1) 開所時間：10:00～21:00  
      閉所日：週休一日（曜日は未定）、お盆、
                  年末年始休み
(2) 利用できる団体について
        利用できる個人、団体を階層ごとに限定します。                    
　　登録制度を設け、特に施設や設備の借用等につい
     ては、登録した団体のみ利用できます。登録がで 
     きる団体は市民公益活動団体とします。
(3) 必要な施設・設備
        オープンスペース、閲覧用パソコン、会議室、
     作業室（複写機、印刷機、紙折機、裁断機等）、
     ロッカー、メールボックス、掲示板、貸事務所機
     能（ＬＡＮ設備）、拡大プリンター、プロジェク
     ター＆スクリーン等
※ 有料の施設・設備の例
　     会議室の借用、コピー代、印刷代、パソコンか
    らのプリントアウト、プロジェクター等の重要備

    品の貸出、ロッカーの借用、貸事務所の借用

5. 運営について

(2) 市民が自立的・自主的に運営に携わる組織
　   の設置
          市民と市、団体等が協働して運営に携わり、
　　 運営方針や事業計画等に責任を負う機関を設置
       することとします。
　       なお、運営に携わる機関の構成としては、市
       民／団体、市、専門家、企業等とし、任期を定
       めることとします。

(4) 多様な事業展開を可能とする様々な主体の
      参画

          具体的な事業展開については、効果的なサー
       ビス提供ができるよう、様々な主体が、事業
       ごとにその企画・運営に参画できるしくみ（委

       託・実行委員会等）を取り入れていきます。

(1) 運営主体
          支援センターの各機能や事業内容の円滑な実
　　施のために、市と市民、 市民公益活動団体が互
　　いに協力し合えるような運営を行います。
          このような運営の実現のため、市がこれまで
　　 培ってきた資源や人材の活用、各種事業等での
       連携が必要であること、さらには安定的運営の
       観点からも、市直営が最もふさわしいと考えま
       した。ただし、３年後を目途に、指定管理者を
       含め、運営の見直しを行うことが望ましいと考
       えます。

様々な主体の参画によ
り、多様な事業展開を
可能とします。

市

様々なコー
ディネート
ができる人
材の確保や
資源の提供

<構成メンバー>
市民・市・専門
家・企業等

<役割>
運営方針・事業計
画等に責任を負う

支援センター

(3) 幅広い人材の確保

          支援センターの運営にあたっては、様々な事
       業を企画・実行したり、市や団体、企業等への
　　 コーディネート、団体や個人からの相談等、高
       度な能力と専門的な知識が要求されます。
          こうした人材を常勤で確保するとともに、部
       分的な事業実施のための非常勤職員や臨時職員、
       ボランティアスタッフ等の協力も得ながら、幅

       広い人材の参加により支えられたものとします。

(5)評価のしくみ

          事業内容・センター全体の運営マネージメン
　　ト・行政施設としての評価といった観点について、
　　①受益者評価、②支援者評価、③第三者評価、④　
　   自己評価の４つを用いながら行っていくことを検
　　討します。
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提言書の詳細については、ホームページ
（アドレスはP4下欄参照）にて公開して
おります。
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